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平成３０年第１回三笠市議会定例会 

平成３０年３月２日（第１日目） 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 ２ 会議録署名議員の指名 

     ４番 畠 山   宰 氏 
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 ３ 会期の決定 
    平成３０年３月 ２日 
                  ２５日間 
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  (1） 議会事務報告 

  (2） 教育委員会審議事項報告 

  (3） 一般行政報告 
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  ──────────────────────────────────────── 
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◎議長（谷津邦夫氏） 開会前ですが、企画振興課から広報みかさ取材のため、写真撮影

の申し出がありますので、許可しております。 

開会 午前１０時３０分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） おはようございます。 

 ただいまから、平成３０年第１回三笠市議会定例会を開会します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、４番畠山議員及び６番澤田議員を

指名します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今定例会の会期は、本日から３月２６日までの２５日間としたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、２５日間と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の３ 諸般報告に入ります。 

 初めに、議会事務報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省

略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、議会事務報告については報告済みとしま
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す。 

 次に、教育委員会審議事項報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭

報告を省略し、直ちに質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、教育委員会審議事項報告については報告

済みとします。 

 次に、一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） それでは、行政報告を申し上げます。 

 まず、報告第１号の市長行動報告についてでございますが、１月３０日、１月３１日の

２日間で特別交付税に関する要望行動として、そこに記載してありますとおり、道内選出

国会議員、総務省事務次官、自治財政局長、官房審議官等に要望してまいりました。例年

同様、当市が今まで取り組んできました行財政改革のほか、道路除排雪の対策、市立病院

の経営対策等々について説明し、要請並びに支援に対する御理解をお願いしたところでご

ざいます。自治財政局長からは特別交付税の配分額が少ない中、今年度は大きな災害があ

り、また、全国的にも台風や大雨による災害も多い年であったため、災害対策が優先とな

り、大変厳しい状況である。しかし、三笠市の取り組みは理解するので、検討したいとの

お話をいただいたところでございます。 

 続きまして、報告第２号の人事発令についてでございますが、そこに記載してあります

とおり、１月５日付で部長職及び課長職の人事異動を行ったところでございます。 

 続きまして、報告第３号の市工事についてでございますが、萱野川河川改修工事ほか５

件について、そこに記載してありますとおり入札を行いまして、それぞれ期限までに完了

するよう工事に入っているところでございます。 

 また、本報告をもちまして、今年度議決いただきました工事案件等につきましては、全

て入札を終えましたことをあわせて報告いたします。 

 最後に、報告第４号の日本ジオパークの再認定についてでございますが、そこに記載し

てありますとおり、昨年１１月４日から６日までの３日間、三笠市で再認定の現地審査が

行われました。その後、１２月２２日に再認定の御連絡をいただきましたので、報告いた

します。 

 今回、審査員から評価していただいた点といたしましては、平成２５年度の認定時より

も教育や観光などの面でジオパークとしての発展が見られたことが大きく評価されたとこ

ろであります。次の再認定の審査は４年後の２０２１年度に行われますが、今後はもっと

市民がジオパークによる経済効果を感じていただける事業となるよう取り組んでいきたい

と考えているところでございます。 
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 行政報告につきましては、以上でございます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、一般行政報告に対する質疑に入ります。 

 初めに、報告第１号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） ないようですから、次に、報告第２号同じく総務福祉部関係につ

いて。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、報告第３号経済建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 最後に、報告第４号経済建設部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、一般行政報告については報告済みとしま

す。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 平成２９年度定期監査及び財政援助団体等に対す 

            る監査並びに例月出納検査の実施結果報告につい 

            て（監報第１号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の４ 監報第１号平成２９年度定期監査及び財政援助団体等

に対する監査並びに例月出納検査の実施結果報告についてを議題とします。 

 本報告については、文書御配付のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質

疑を受けます。 

 質疑のある方は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、監報第１号平成２９年度定期監査及び財

政援助団体等に対する監査並びに例月出納検査の実施結果報告については、報告済みとし

ます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号及び報告第２号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の５ 報告第１号及び報告第２号についてを一括議題としま

す。 

 本報告については、議会運営委員会及び常任委員会の所管事項調査であり、文書御配付

のとおりでありますので、口頭報告を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了し、報告第１号及び報告第２

号については、報告済みとします。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第６ 報告第３号 平成２９年度三笠市一般会計補正予 

            算（第６回）の専決処分について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 続いて、日程の６ 報告第３号平成２９年度三笠市一般会計補正

予算（第６回）の専決処分についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 報告第３号平成２９年度三笠市一般会計補正予算（第６回）の専

決処分について報告申し上げます。 

 今回の補正予算の内容は、こころのふるさと基金寄附金の増額に伴う返礼品などの費用

や大雪に伴う除排雪費用に不足が見込まれることから、必要な経費を措置するため、既定

予算額９３億５,４８０万２,０００円に１億５,７００万円を追加し、予算の総額を９５

億１,１８０万２,０００円としたものであります。 

 歳出については、ふるさと納税に要する経費及び道路除雪に要する経費を措置したもの

であり、歳入については、財政調整基金繰入金を措置したものであります。 

 諸般の事情から１月２９日に専決処分を行ったものであり、本来であれば議会提案すべ

きところでありますが、その機会がないとの判断から、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき専決処分を行ったものであります。 

 以上、報告といたしますので、御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、報告第３号について、質疑に入ります。質疑のある方

は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 報告第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 報告第３号平成２９年度三笠市一般会計補正予算（第６回）の専決処分について、承認

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第３号は、承認することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第７ 議案第２３号から議案第３０号までについて（市 

            政執行方針、教育行政執行方針） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の７ 議案第２３号から議案第３０号までについてを一括議

題とします。 

 提案に先立ち、市長及び教育長から平成３０年度市政執行方針及び教育行政執行方針説

明のため発言を求められていますので、順次発言を許可します。 

 初めに、市長から平成３０年度市政執行方針について説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 平成３０年第１回定例会に当たり、市政執行への私の所信と施策

を申し上げます。 

 現在、国では、人づくり革命や生産性革命に力を入れるほか、引き続き地方の活力を上

げるため「地方創生」を進めております。 

 本市は、誇りと挑戦を根幹に置く「第８次三笠市総合計画」や、「三笠市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を踏まえ、国の動向を注視しつつ、新しい発想をさらに取り入れ、

着実なまちづくりに全力で取り組んでまいりますので、市民並びに市議会議員の皆様の特

段の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 ここで、まちづくりに臨む基本姿勢について申し上げます。 

 一つ目として、行政判断の基本は、本市の市益・市民益にあると考えていること、二つ

目は、人口減少対策として徹底した経済・産業活性に取り組まなければならないと考えて

いること、この二つの考え方に基づき、市政運営の判断をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、総合計画の基本目標に基づき、本年度の主要な施策の推進について申し上げま

す。 

 初めに、「人が育つまち三笠」についてであります。 

 次代を担う子供たちが、たくましく生きる力と思いやりのある豊かな心を育み、家庭・

学校・地域の連携により、元気に学びながら成長できるよう、学習や文化・スポーツ環境

の充実を図るとともに、子育てしやすい環境の充実に努めてまいります。 

 また、市立三笠高等学校については、毎年、調理・製菓の各種コンクールにチャレンジ

し、全国優勝を果たすなど輝かしい成績をおさめており、市民に元気を与えています。 

 これらの実績を踏まえ、調理の技術力向上や専門的知識・経営力のさらなるスキルアッ

プを図るため、高校生レストランをオープンし、食のスペシャリストとしての総合力を身
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につけさせるための環境を整備するとともに、料理教室や料理コンクールなどを開催し、

食による交流人口の増加に努めてまいります。 

 次に、「人が元気で働けるまち三笠」についてであります。 

 経済・産業活性の取り組みについては、引き続き産業界と議論を行い、既存制度の拡充

も含め、必要な制度創設に向けて検討してまいります。 

 農業については、日本型直接支払事業、タマネギ生産性改善事業を引き続き実施するほ

か、新規就農者や農業後継者の育成・確保や、市独自の小規模排水等整備事業により基盤

整備を推進してまいります。 

 さらに、農産物の販路拡大に向け、農業団体等と連携し地元で生産される農産物のブラ

ンド化、道内外で開催されるフェア等に積極的に参加するとともに、都市と農村の交流を

促進するため、農業チャレンジ補助金を活用し、農業者みずからが行う交流施設の整備に

対する支援をしてまいります。 

 また、従来の農業体験ツアーを引き続き行うとともに、受け入れ農家やツアー回数の拡

大を図り、地元農産物の魅力を発信し、地域経済の活性化を図ってまいります。 

 商工業及び起業化については、引き続き商工業活性化事業やる気応援補助金などの制度

により、新たな事業や起業者に対する支援を行い、地域経済の活性化に努めてまいりま

す。 

 また、食に対する取り組みとして、商工業者・三笠ジオパーク・三笠高校などと連携

し、三笠ならではの商品の開発に取り組み、特産品などの販売拠点となる観光協会や高校

生レストラン物販コーナーの魅力向上に努めるほか、市内外からの誘客増加に向け、一層

努力してまいります。 

 さらに、三笠高校生による高校生レストランを起点とした「食街道づくり」を目指し、

農業やジオパークとも連動した食による観光づくりを推進するとともに、本市の特色や地

域資源を生かし、食をまちづくりの中心に据え、市民、事業者、関係団体、市が協働して

地域活性化を図るため、食の基本条例の制定に向けた検討を続けてまいります。 

 中心市街地再整備については、市民の消費活動や交通の利便性の向上と観光の発信につ

なげる施設整備に向け、関係する商工会等と連携し取り組んでまいります。 

 石炭地下ガス化の取り組みについては、引き続き室蘭工業大学と連携し新たな試みも含

めた基礎実験をするほか、昨年のフィールド実験を踏まえ次のステップに向けた適地調査

を実施してまいります。 

 企業誘致については、民間の信用調査会社等と連携し、企業へのアプローチを図ってい

くと同時に、既存企業の課題などの把握にも努めてまいります。 

 雇用・労働環境については、関連する市内団体との連携や広域団体とともに実施してい

る事業に取り組みながら、市内労働環境の改善や人材育成などに努めていくほか、労働者

への生活・教育資金の融資政策を継続してまいります。 

 また、失業者対策として、ハローワークなどとの連携による取り組みや求人情報を発信



─ 9 ─ 

し、雇用の拡大を図ってまいります。 

 観光については、本市の施設である三笠鉄道村、ファミリーランドみかさ遊園、桂沢国

設スキー場などについて、引き続き施設管理を徹底し、利用者の安全対策と利用促進に努

めてまいります。 

 また、近年、増加傾向にあるサイクリング観光や外国人観光客の誘客にも積極的に取り

組んでまいります。 

 さらに、各種イベントのほか、今年度は新たにダム工事に関するインフラツーリズムと

して、ツアーの開発を国や旅行業者などと連携し、交流人口の増加と経済振興につなげる

ほか、桂沢湖周辺の開発についても、関係機関との協議を進め、意見・要望が反映される

よう国等に要請してまいります。 

 次に、「人が快適に生活を楽しむまち三笠」についてであります。 

 交通環境については、今後も公共交通の維持、住民の足である市営バスの運行を守るた

め、経費節減に努めながら運行維持を図ってまいります。 

 また、市民の交通の利便性向上のため、高速道路を通過する都市間高速バスの停留所設

置などに向け、引き続き関係機関への要望に取り組んでまいります。 

 冬の環境については、国や北海道と連携をとりながら、市民の重要なライフラインであ

る道路網の除排雪に努めてまいります。 

 また、ぬくもり除雪サービス事業を引き続き実施してまいります。 

 環境衛生については、ごみの分別など適正排出によるリサイクルの啓発を進め、ごみの

減量に努めてまいります。 

 また、市営墓地については、清住墓地の通路整備や柏町墓地にトイレを設置し、墓地の

環境整備を進めてまいります。 

 市営住宅については、現在、進めている榊� 町団地建替事業をはじめ、既存の市営住宅

の改修を引き続き実施するとともに、市内各地に点在する空き老朽市営住宅の計画的な除

却を進め、地区内集約化を図ってまいります。 

 また、子育て世帯等を対象とした岡山地区の道営住宅の整備として、本年度に１期工事

分の４棟１６戸が完成予定で、引き続き２期、３期工事の早期完成に向けて取り組んでま

いります。 

 個人住宅については、住まいのリフォーム助成事業、若者移住定住促進家賃助成事業を

引き続き実施するとともに、住宅建設等費用助成事業を拡大し、移住・定住の促進を図っ

てまいります。 

 上水道については、「水質検査計画」に基づき、水質管理の徹底を図るとともに、計画

的な配水管の改良と老朽管の更新を行い、有収率の向上と効率的な業務執行に努めてまい

ります。 

 下水道については、浸水対策として三笠第３排水区整備を継続して行うほか、内水ハ

ザードマップや浄化センターの機器更新を計画的に進めるとともに、施設の適切な維持管
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理に努めてまいります。 

 幾春別川総合開発事業については、新桂沢ダムの堤体工事が、順調に進捗しており、新

桂沢及び三笠ぽんべつ両ダムの早期完成を目指し、着実に工事が促進されるものと期待し

ているところでありますが、引き続き関係機関に要請してまいります。 

 森林資源の保護については、市有林環境保全整備事業や分収造林受託事業を計画的に実

施してまいります。 

 道路・橋梁・河川については、計画的に整備するとともに、道道関係の整備について

は、引き続き北海道へ要望してまいります。 

 情報通信環境については、光通信網が市内の広範囲に整備されましたが、一部の地域に

おいてはまだ未整備となっているため、エリア拡大について、引き続き通信事業者へ要望

してまいります。 

 また、市内のＷｉ－Ｆｉ環境について、防災や観光の拠点等における住民や来訪者の情

報収集等の利便性を高めるため、国の支援制度を活用するなど整備方法について研究して

まいります。 

 次に、「人が安心して暮らせるまち三笠」についてであります。 

 地域福祉については、小地域ネットワーク活動の充実や地域ぐるみで高齢者等を支える

ための連携・協力体制を一層推進するなど、地域から孤立することなく、安心して暮らす

ことのできる生活環境づくりに努めてまいります。 

 生活保護については、法に基づき適正実施に努めるとともに、ハローワークとの連携や

生活保護就労支援員の配置を継続し、就労及び自立助長に努めてまいります。 

 また、生活困窮者の自立支援については、生活保護に至っていない生活困窮者に対する

第２のセーフティーネットとして、広域連携による相談支援等を包括的に取り組んでまい

ります。 

 児童・母子・父子福祉については、「三笠市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

保育所・児童館の環境整備、認定こども園の開設に向けた検討協議や本市独自の保育所使

用料助成事業、乳児紙おむつ購入費用助成事業、子育てサロン事業を引き続き実施し、幼

児期の保育・子育て支援の拡充や質の向上を進めることで子育てしやすい環境を図り、商

品券などで支援することにより市内経済の活性化を推進してまいります。 

 また、新婚支援策として新生活のスタートアップに係る費用など、一定の経済的負担を

軽減することで、定住対策に努めてまいります。 

 さらに、新たにひとり親家庭への支援として、経済的自立・生活の安定に資する能力開

発や資格取得をサポートするため、自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練促進給

付金等事業を実施してまいります。 

 また、新たにシングルマザーに対し、引っ越し代や一定の生活支援を図ることで、移住

及び定住促進につなげてまいります。 

 地域医療については、市民が安心して暮らし続けるための大切な社会基盤であり、必要
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な医療が適切に受けられる環境を維持する必要があります。 

 そのため、本市の基幹病院である市立病院においては、医師・看護師・医療技術者等の

必要な人材の確保に努め、市民が安心して医療を受けることができる環境づくりを進める

とともに、外来・病棟機能の維持や在宅医療の充実を図り、高齢者が可能な限り住みなれ

た地域で診療が受けられるよう、各診療科、救急医療並びに訪問看護事業などについて、

現行の体制を堅持してまいります。 

 また、経営健全化を図るために、患者の確保、サービスの向上にかかわる取り組みを強

化するとともに、経営改善にも改革的視点で取り組んでまいります。 

 国民健康保険については、都道府県化に伴うさまざまな制度改革に対応できるよう国保

事業の健全な運営に努めてまいります。 

 また、生活習慣病や疾病予防のため、人間ドックなどの各種検診を引き続き実施し、健

康寿命の延伸や医療費の抑制に努めてまいります。 

 健康づくりについては、各種健康診査や健康教育のほか、各種運動教室を引き続き実施

してまいります。 

 また、がん対策の一つとして、特定の年齢に達した方に対する各種がん検診や肝炎ウイ

ルス検診の費用を助成するほか、中学２、３年生を対象に胃がんの発症の抑制に効果があ

るピロリ菌検査や除菌費用の助成を実施してまいります。 

 インフルエンザ予防接種の費用助成については、引き続き高校生まで実施してまいりま

す。 

 高齢者福祉については、「第７期三笠市高齢者保健福祉計画」に基づき、高齢者が住み

なれた地域で、いつまでも安心して暮らし続けることができるよう、保健サービスや施設

サービスなどを提供するほか、バス運賃の一部助成や敬老祝い温泉入浴券助成事業、長寿

祝い事業を引き続き実施してまいります。 

 介護保険については、団塊の世代が７５歳を超える２０２５年を見据えて「第７期三笠

市介護保険事業計画」に基づき、適正な介護認定及びサービス給付を進めるとともに、介

護保険財政の健全運営に努めるほか、介護予防・日常生活支援総合事業や水中運動教室な

どの予防事業を引き続き実施してまいります。 

 障害者福祉については、「第４期三笠市障害者計画」に基づき、障害福祉サービスのほ

か、コミュニケーション支援事業やタクシー料金の一部助成を引き続き実施するととも

に、社会福祉事業団がことし４月に開設する障害児通所支援事業所では、心身に障害や発

達におくれを持つ児童・生徒に適した生活・学習指導などが行われます。 

 今後におきましても、子供たちが将来、自立した生活を送れるよう努めてまいります。 

 また、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解と広がりをもって地域で支え

合うことができる「三笠市笑顔で心をつなぐ手話言語条例」を制定し、講習会を開催する

など、市民の手話に対する理解を広げ、手話が使いやすい環境づくりに努めてまいりま

す。 
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 交通安全については、全国的に高齢運転者や飲酒運転による交通事故が社会問題となっ

ていることから、関係機関や各団体と連携し、積極的に啓発活動を展開し、安全意識の高

揚と交通事故防止に努めてまいります。 

 また、高齢者の運転免許証自主返納に関する市民のニーズ調査を行い、検討を進めてま

いります。 

 市民生活の安全対策については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「三笠

市空家等対策計画」に基づき、管理不全な空き家等について引き続き所有者などに管理指

導するとともに、法律等に基づいて特定空家を認定し、対策を行ってまいります。 

 防犯対策については、町内会などが行う防犯灯のＬＥＤ化などの支援を引き続き実施し

てまいります。 

 消費生活については、振り込め詐欺や悪質商法などによる被害の防止を図るため、消費

者協会を中心とした消費者被害防止ネットワークを活用し、関係機関と連携し啓発活動や

相談体制の確保に努めてまいります。 

 消防行政については、老朽化した消防車両を更新し、消防活動機能の充実強化を図ると

ともに、安全で安心なまちづくりのため、地域での防火活動や救命率の向上を目指した講

習会を開催してまいります。 

 火災予防対策については、住宅用火災警報器の設置促進及び適正な維持管理の周知や、

高齢者を重点に防火指導を推進し、事業所等と連携をとりながら防火管理体制の強化に努

めてまいります。 

 防災については、地域防災力の向上に向けて、引き続き自主防災組織の結成を促進する

とともに、地域防災リーダーの育成や防災研修会を実施してまいります。 

 また、有事の際において、自動的に市内放送される全国瞬時警報システムや愛の鐘につ

いては、昨今の災害の激甚化や北朝鮮からの弾道ミサイル発射などの情報発信を的確にす

るため、効果的な手法について研究し、市民の安全、安心に努めてまいります。 

 次に、「人と自然が共存できるまち三笠」についてであります。 

 本市の歴史や資源を総合的に活用し、引き続き北海盆おどりや博物館特別展を実施して

まいります。 

 また、三笠ジオパークについては、昨年、４年に一度の再認定審査に合格し、その際、

日本ジオパーク委員会より評価を得た学校教育と連携した教育活動の充実や学習旅行の誘

致、ジオパークの要素と地域資源を融合した体験型ツアーなどの実施については、より研

究を進め魅力向上を図っていくほか、課題とされた地形地質の学術調査や無形文化遺産の

整理などについては、引き続き課題解決に向け、取り組んでまいります。 

 今後も、市民や関係団体などの協力のもと、ジオパークの魅力を最大限に発揮できるよ

う努めるほか、三笠トロッコ鉄道などの相乗効果により、一層の魅力づけを図ってまいり

ます。 

 なお、国内外における情勢の政治文化に浸れる講演会を引き続き実施してまいります。 
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 最後に、「人が未来に向かって夢を育めるまち三笠」についてであります。 

 協働・市民参加については、協働のまちづくり推進事業補助金の活用を促し、地域住民

と連携した環境美化などを目指すほか、市政懇談会や多くの審議会等のほか、未来創造会

議や主要団体協議会などを必要により開催し、意見交換に努めてまいります。 

 コミュニティ活動については、引き続き連合町内会の活動を支援するほか、市役所が市

民により近い存在になるよう地区市民センターに出向き、相談活動を行うほか、集いの場

としてのコミュニティ拠点の強化を図ってまいります。 

 行政運営については、引き続き行政改革に取り組むほか、働き方改革を推進し、業務の

効率化と生産性の向上を図ることにより、職員が心身ともに健康な状態を保つことで、一

層住民サービスの向上につなげてまいります。 

 移住定住促進については、テレビＣＭなどで各施策の周知と本市の認知度向上を図るほ

か、地域おこし協力隊制度の活用により、将来的に地域に定着し、活躍できる人材の確保

に努めてまいります。 

 また、引き続き遠距離通勤者に対し通勤費用の一部助成により、通勤のしやすさをア

ピールすることで、移住及び定住促進につなげてまいります。 

 財政運営については、今後、地方交付税の削減も懸念されることから、一層の経費節減

に努め、的確な収入確保として、本市の重要な財源である市税について、納税意識の高揚

と納税に誠意の見られない滞納者には法的措置による滞納処分を実施するほか、引き続き

ふるさと納税の収入確保に努めるなど、健全な財政運営を図ってまいります。 

 私は、「三笠市未来づくり基本条例」に基づき、これまで先人が築き上げてきた誇りと

豊かな自然・歴史・文化、そして協働の精神によって築かれたこのまちを継承し、小さく

てもキラリと光るまちを構築してまいります。 

 また、次代を担う子供たちが未来に向かって夢を育み、そして本市に帰ってこられる環

境づくりに取り組んでまいります。 

 私は、今まで育ててきたまちづくりの芽がさらに大きく実を結ぶよう「第８次三笠市総

合計画」を見直すとともに「三笠市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進を図り、ま

すます大きな力が発揮できる事業展開を考え、これからも明るい未来に向けたまちづくり

に全力を尽くしてまいる所存であります。 

 以上、市政執行に臨む、私の所信の一端を申し上げましたので、市民の皆さん、そして

市議会議員の皆さんの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、教育長から平成３０年度教育行政執行方針について説明を

求めます。 

 教育長、登壇願います。教育長。 

（教育長永田徹氏 登壇） 

◎教育長（永田 徹氏） 平成３０年第１回定例会に当たり、教育の行政執行に関する主

要な方針について申し上げます。 
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 少子高齢化の急速な進展や経済の一極集中化などの課題により、持続可能な社会をつく

るための「人づくり」が社会的に急務となっております。 

 こうした状況の中、新たな社会を創造していく人材や国際的視野を持ち、個人や社会の

多様性を尊重しつつ、他者と協働して課題解決ができる人材の育成が求められるととも

に、学ぶ意欲や規範意識の醸成、道徳心や体力・運動能力の向上など、子供たち一人ひと

りが豊かな人生を歩むため、教育の重要性はますます高まっております。 

 北海道においては、全ての子供たちに、予測困難で変化が激しく、多様性が高まる社会

において自立して生き抜く力や互いを思いやり、支え合う、優しい心を育むことを教育の

目指す姿として取り組んでおります。 

 一方、本市においては、「三笠市教育大綱」の基本方針に沿って、各施策を確実に執行

していくとともに、家庭・学校・地域社会が一体となって、「確かな学力」「健やかな

体」「豊かな心」を基礎とする子供たちの「生きる力」を育んでまいります。 

 また、地域の歴史や文化、まちづくりなどへの関心を高め、地域を知ることによって、

三笠で生きることに誇りを持ち、三笠の未来を考え、郷土愛を育む学校教育を推進してま

いります。 

 さらに、市民の誰もが、あらゆる機会、あらゆる場所で学び続けることのできる社会の

実現を図るため、新しい時代を拓く生涯学習の推進と心豊かな人づくりに努めてまいりま

す。 

 最初に、幼児教育について申し上げます。 

 幼児教育の重要性を踏まえ、幼稚園授業料等助成事業を継続し、子育てしやすい環境の

充実を図ってまいります。 

 また、本市の幼児教育を担っている市内唯一の私立幼稚園は、園児数の減少に加え、園

舎の老朽化により存続が危ぶまれる状況となっておりますが、幼児教育は子育て世代や移

住定住を促進する観点からも必要不可欠なものであることから、引き続き、園の存続を支

援するため運営費の一部を補助してまいります。 

 次に、学校教育について申し上げます。 

 子供たちが変化の激しい社会において自立して生きていくためには、基礎学力の定着が

必要なことから、私塾講師等を活用した学力向上未来塾推進事業を引き続き実施し、小中

学校の児童・生徒の学力向上を図ってまいります。 

 また、市内全小中学校において実践してきた小中一貫教育を推進するとともに、三笠小

学校・三笠中学校のコミュニティ・スクールを継続するほか、本年度より新たに岡山小学

校・萱野中学校でも実施することにより、全市的な展開を図り、家庭・学校・地域全体で

子供たちを守り育てる環境の充実に努めてまいります。 

 加えて、全国コミュニティ・スクール研究大会を本市で開催することにより、機運の醸

成を図るとともに、本市を全国に広くＰＲしてまいります。 

 子供たちに多様な体験学習の機会を提供するための土曜学習を継続するとともに、英語
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への興味・関心を高め、実践的コミュニケーション能力を身につけさせるため、３歳から

小学校６年生までの親子を対象とした英語教室を継続してまいります。 

 また、小中学校のトイレは、洋式トイレが一般化している中、和式トイレが多数を占め

ており、家庭などの生活実態と合わない状況であるとともに、災害時の避難所にも指定さ

れていることから、トイレの洋式化を進め、教育環境の充実に努めてまいります。 

 学校統合に伴い遠距離となる児童・生徒の通学手段を確保するため、スクールバスの運

行及び定期券料金を補助することで、安全・安心な通学環境づくりに努めるとともに、岡

山・萱野地区の子育て世帯に対する支援策として、岡山小学校児童館登録児童の通所に係

る安全確保を図るため、タクシーによる来館支援を継続してまいります。 

 吹奏楽指導者招致事業として、札幌交響楽団所属の演奏者を招致し、三笠小学校スクー

ルバンド及び三笠中学校吹奏楽部の演奏技術の向上を図ってまいります。 

 また、小学生の給食費無料化を継続し、子育てしやすい環境づくりを進めてまいりま

す。 

 特別支援教育については、障害のある児童・生徒の学校生活や学習上の困難な状況に対

して支援員を配置するなど必要な支援を行ってまいります。 

 いじめ問題対策については、「三笠市子どものいじめ防止等条例」に基づき策定した

「三笠市いじめ防止基本方針」により、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的

に推進し、子供たちが安心して生活し、学ぶことができる環境づくりに努めてまいりま

す。 

 また、いじめ問題などに対するスクールカウンセラーの相談を引き続き実施するほか、

研修会を開催し、学校職員、保護者、地域が一体となっていじめに対する理解を深めてま

いります。 

 教育研究所においては、学習指導要領を基本に、本市の特色ある教育と新しい学校教育

の実現を図るための研究活動を進めてまいります。 

 市立三笠高等学校については、「愛され続ける学校づくり」を学校経営方針として掲

げ、食物調理科の特色を生かした教育活動を展開し、卒業後に多様化する社会に対応でき

る力を持った人材や地域に貢献できる人材の育成に引き続き努めてまいります。 

 また、本年度は、生徒に食に関する高度な専門的知識と技術のほか、生徒が学校の授業

だけでは体験できない接客や経営力を身につけるための高校生レストランをオープンし、

食のスペシャリストを育成するための環境を整備するとともに、料理教室や料理コンクー

ルなどを開催し、食による地域活性化や交流人口の増加に努めてまいります。 

 生徒確保対策については、開校以来、継続して定員を確保しておりますが、今後も少子

化により生徒数が減少する状況が続くことから、引き続き、全道各地で学校説明会を開催

しＰＲするとともに、保護者の経済的な負担軽減により安定的な生徒確保を図るため、教

材費などの一部を助成してまいります。 

 また、洋式トイレが一般化している中、和式トイレが多数を占めており、家庭などの生
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活環境と合わない状況であるとともに、災害時の避難所にも指定されていることから、ト

イレの洋式化を進め、教育環境の充実に努めてまいります。 

 次に、社会教育について申し上げます。 

 「三笠市社会教育中期計画」に基づき、家庭・学校・地域が連携しながら子供を育む環

境づくりの推進や学びの成果を生かす機会の提供など、新しい時代を拓く生涯学習の推進

と心豊かな人づくりを目指し、各施策を推進してまいります。 

 青少年教育については、地域の自然や特性を生かした体験学習などを行っている三笠市

地域子ども会育成連絡協議会の諸活動への参加を促し、自主的に行動できる子供たちの育

成に努めてまいります。 

 成人教育については、実行委員会と協議しながら、新成人が思い出に残るような魅力あ

る成人祭を開催するとともに、高齢者が健康で生きがいのある充実した生活を支援するた

めの学習活動の場として、ことぶき大学を引き続き開催してまいります。 

 芸術・文化については、「三笠市民文化芸術振興条例」に基づき、芸術・文化活動を推

進するため、文化協会が主催する三笠市民文化祭の運営費の一部を助成してまいります。 

 文化遺産については、大切に保存・展示するとともに、郷土芸能の魅力や継承の意義な

どをＰＲしながら、後世に継承していくための取り組みを実施してまいります。 

 三笠北海盆おどりについては、炭鉱全盛期の歴史文化を継承する本市の一大イベントと

して、まちの活性化を図るため、引き続き開催するとともに、市内外へ向けてのＰＲ強化

と、さらなる魅力づけを行うため、事業の拡充に努めてまいります。 

 また、北海盆唄全国大会についても、北海盆唄発祥の地として、歴史的文化遺産の継

承・発展を図るため、引き続き開催してまいります。 

 公民館については、文化及び学習活動の場として、文化団体、サークルに提供するほ

か、引き続き、公民館講座を開催してまいります。 

 図書館については、子供への読書案内やボランティアによる絵本とお話の会である、か

るがも会などの各種事業を実施するとともに、引き続き小中学校へ定期的に図書の貸し出

しを行い、子供たちによりよい読書環境を提供してまいります。 

 また、乳幼児健診時における絵本などの読み聞かせと、乳児に絵本を贈るブックスター

ト事業を引き続き実施し、子育てを支援してまいります。 

 スポーツ・レクリエーションについては、野球は北海道日本ハムファイターズ、サッ

カーは北海道コンサドーレ札幌に引き続き委託し、子供たちが高度な技術や考え方を習得

するための環境づくりに取り組んでまいります。 

 パークゴルフ場サン・パーク及び運動公園内の体育施設については、指定管理者により

運営を継続するとともに、スポーツセンターについては、災害時の避難所に指定されてい

ることから、耐震改修を実施してまいります。 

 また、教育長杯パークゴルフ大会を引き続き開催し、パークゴルフ場サン・パークの利

用促進と市民の健康増進及びスポーツの振興を図ってまいります。 
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 博物館については、展示数日本一と言われるアンモナイト化石など、古生物を生かした

学術研究の充実・発展と地域に根差した特色ある教育の場を提供するとともに、さらなる

利用者の拡大を目指し、国内外のさまざまな種類の化石を時代ごとに展示する「せいめい

のれきし」をテーマにした特別展を開催してまいります。 

 また、市内の小中学校の児童・生徒に本市の自然、産業、歴史などを学ぶ三笠ジオパー

クと連携した地域科授業を通して、ふるさとへの愛着を深め、誇りに思う心を育んでまい

ります。 

 以上、平成３０年度の教育の行政執行に関する主要な方針について申し上げました。 

 教育の推進に当たっては、各関係機関、団体などとの連携を図るとともに、市民の皆さ

んの御協力をいただきながら、子供たちの健やかな成長を育んでいく教育環境の充実に努

めることが必要であると考えております。 

 私は、教育委員会が果たさなければならない「役割」と「責任」の重大さを深く認識

し、市長と教育委員会が一体となり、本市の教育の質の向上と発展に向け、ここに申し上

げました各施策を確実に執行するよう最善を尽くしてまいる決意であります。 

 市民の皆さん、市議会議員の皆さんの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） 引き続き、議案第２３号から議案第３０号までについて、市長か

ら提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第２３号平成３０年度三笠市一般会計予算から議案第３０号

平成３０年度市立三笠総合病院事業会計予算まで、一括して提案説明申し上げます。 

 まず、国の平成３０年度の地方財政対策でありますが、国は、地方財政への対応に当

たっては、昨年度同様、地方が安定的な財政運営を行えるよう、一般財源総額を平成２９

年度の水準を下回らないよう確保していますが、地方交付税の別枠加算を見直すなど、算

定方法の改正を進め、頑張る地方を支援する仕組みの充実を図っております。 

 こうした中、平成３０年度における三笠市の予算は、どのような状況にも対応できる安

定的かつ健全な財政基盤を確立し、今後も地方公共団体財政健全化法の制限を受けない財

政構造を維持していくため、引き続き将来負担を意識した公債費の適正化や行財政改革を

推進する一方で、子育て支援、高齢者対策、産業活性化対策などの事業を推進し、元気の

ある地域社会づくりのステップアップを目標に予算編成を行ったものであります。 

 以下、各会計順に予算の概要について説明いたします。 

 最初に、議案第２３号平成３０年度三笠市一般会計予算についてでありますが、歳出予

算から説明いたしますと、経常費予算では、これまでの行財政改革の努力を緩めることな

く、引き続き必要な経費の見直しの徹底を図るほか、重点的、効率的な予算編成としたも

のであります。 

 一方、政策的予算については、「第８次総合計画の確実な推進」「三笠市まち・ひと・



─ 18 ─ 

しごと創生総合戦略の推進」をコンセプトに、地域の特性を生かした経済・産業活性化に

よる雇用の創出、本市への人口流入の促進、安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる

環境づくりを推進するとともに、安心して生き生きと暮らせる環境づくりを推進するた

め、本会議の冒頭で述べました「市政執行方針」「教育執行方針」に基づき、各款にわ

たって予算措置を行うものであります。 

 一方、歳入予算の主な内容でありますが、まず、諸交付金、地方交付税、臨時財政対策

債については、国の地方財政計画に基づき措置するものであります。 

 使用料及び手数料などについては、利用実態による積算を行うものであります。 

 また、国庫支出金等歳出関連の特定財源については、現段階で見込めるものについて全

て計上するものであります。 

 債務負担行為については、車両の購入費などについて措置するものであります。 

 地方債の限度額及び一時借入金の最高額については、歳入歳出予算との関連により措置

するものであります。 

 以上により、一般会計予算の総額は９１億７,２２７万１,０００円となり、前年度予算

額と比較して１億９,９７４万円、率にして２.２％の増となるものであります。 

 次に、議案第２４号平成３０年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算についてでありま

すが、後期高齢者医療制度に係る本市の財政運営が適切に執行されるよう、制度に基づき

予算編成を行ったものであります。 

 まず、歳出予算でありますが、主要となる部分は、北海道後期高齢者医療広域連合へ納

付する保険料及び事務費負担分を措置するものであります。 

 一方、歳入予算でありますが、市が徴収する保険料のほか、一般会計の繰入金として、

道と市が負担する低所得者等の保険料軽減額及び広域連合に納付する共通経費分並びに事

務費負担分の費用を措置するものであります。 

 以上により、後期高齢者医療特別会計予算の総額は１億９,９７５万４,０００円とな

り、前年度予算額と比較して１,２３８万６,０００円、率にして６.６％の増となるもの

であります。 

 次に、議案第２５号平成３０年度三笠市国民健康保険特別会計予算についてであります

が、平成３０年度から国民健康保険制度が北海道の広域化となることから、北海道の予算

編成における留意事項を考慮し、本市の財政運営が適切に執行されるよう、制度に基づき

予算編成を行ったものであります。 

 まず、歳出予算でありますが、保険給付費については、近年の被保険者及び医療費の減

少を考慮し、相当額を措置したものであります。 

 また、広域化に伴い、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び老人保健拠出金を整理

し、新たに国民健康保険事業費納付金を計上するほか、医療費適正化特別対策事業及び収

納率向上特別対策事業に係る経費を引き続き措置するものであります。 

 保健事業費については、特定健康診査及び特定保健指導のほか、人間ドック利用者への
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助成などの経費を措置するものであります。 

 一方、歳入予算でありますが、保険料については、国民健康保険事業費納付金の財源確

保が可能な見込みから、現行の料率等を据え置くものであります。 

 また、国庫支出金は、広域化に伴い、該当する歳入を北海道支出金に整理するものであ

ります。 

 このほか、歳出関連で見込まれる全ての収入を措置しまして、国民健康保険特別会計予

算の総額は１２億９,３２５万９,０００円となり、前年度予算額と比較しまして３億８,

４７４万５,０００円、率にして２２.９％の減となるものであります。 

 次に、議案第２６号平成３０年度三笠市介護保険特別会計予算でありますが、平成３０

年度を初年度として策定した「第７期介護保険事業計画」に基づき、保険給付費及び地域

支援事業費の見込み額に介護報酬改定による影響額を勘案し、予算編成を行ったものであ

ります。 

 まず、歳出でありますが、保険給付費については、平成２９年度の決算見込み額をもと

に、新たに追加となるサービスの予定量を考慮し、計上するものであります。 

 地域支援事業費については、水中運動教室や元気アップ教室のほか、新たに認知症初期

集中支援事業などを実施するものであります。 

 一方、歳入でありますが、まず介護保険料については、保険給付費や介護給付費準備基

金の取り崩しによる繰入金等を考慮し、措置するものであります。 

 また、支払基金交付金、国、北海道、三笠市の負担額については、保険給付費に対する

それぞれの負担割合に応じて措置するものであります。 

 以上により、介護保険特別会計の予算総額は歳入歳出とも１３億４,６６９万１,０００

円となり、前年度当初予算と比較しまして４,６９６万４,０００円、率にして３.４％の

減となるものであります。 

 次に、議案第２７号平成３０年度三笠市育英特別会計予算についてでありますが、奨学

資金の新規貸し付けについては、平成１６年度末で廃止し、対象となっている貸付者も平

成１９年度で終了いたしました。 

 このことから、歳出予算については、歳入で見込まれる貸付金の返還分など、全ての収

入を基金に積み立てるものであります。 

 一方、歳入予算については、貸付金の返還分１３３万１,０００円を見込み、基金運用

益金収入及び預金利子を計上するものであります。 

 以上により、育英特別会計予算の総額は１３８万２,０００円となり、前年度当初予算

額と比較して４０万８,０００円、率にして２２.８％の減となるものであります。 

 次に、議案第２８号平成３０年度三笠市水道事業会計予算についてでありますが、安全

で良質な水を安定的に供給するため、施設の適切な管理に努めることを基本とし、予算編

成を行ったものであります。 

 なお、業務の予定量については、前年度の実績を考慮して積算したものであります。 
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 まず、収益的収支でありますが、収入については、実績に基づく推計使用水量により給

水収益を見込み、総額３億３７４万７,０００円を措置するものであります。 

 また、支出については、市民の給水需要を充足させるために必要な経費として総額２億

９,３７１万２,０００円を措置するものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、支出については、老朽配水管の改良とメーター器の取

りかえが主な事業であり、３億２９２万６,０００円を措置するものであります。 

 一方、収入については、企業債など総額１億２,８５０万円を措置するものでありま

す。 

 以上により、水道事業会計支出予算の総額は５億９,６６３万８,０００円となり、前年

度予算額と比較しまして２,１７８万７,０００円の増、率にして３.８％の増となるもの

であります。 

 次に、議案第２９号平成３０年度三笠市下水道事業会計予算についてでありますが、快

適な生活環境を確保するための基盤整備と施設の適切な維持管理を図ることを基本とし、

予算編成を行ったものであります。 

 なお、業務の予定量については、前年度の実績を考慮して積算したものであります。 

 まず、収益的収支でありますが、収入については、下水道使用料の減収を見込み、総額

６億４２万６,０００円を措置するものであります。 

 また、支出では、下水道施設の維持管理に必要な経費として、総額５億９,４２３万６,

０００円を措置するものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、支出については、三笠浄化センター等の機器更新と三

笠第３排水区雨水整備工事が主な事業であり、企業債償還金等を含む６億９,１３５万７,

０００円を措置するものであります。 

 一方、収入については、企業債など総額４億３,７５２万８,０００円を措置するもので

あります。 

 以上により、下水道事業会計支出予算の総額は１２億８,５５９万３,０００円となり、

前年度予算額と比較しまして１億８,９８５万２,０００円の増、率にして１７.３％の増

となるものであります。 

 最後に、議案第３０号平成３０年度市立三笠総合病院事業会計予算についてであります

が、病院事業については、本市における基幹病院として、その機能を維持、継続するよう

取り組んでおりますが、患者数が年々減少傾向にあるとともに、必要な施設改修や更新が

必要な医療機器もあるなど、依然として厳しい状況となっております。 

 これらのことを踏まえ、既存の施設や人材の有効活用を図り、訪問看護事業の利用者を

拡充するための体制強化や回復期リハビリテーション病棟における環境整備などサービス

向上に取り組み、経営において発生する不足財源をできる限り圧縮するよう努めてまいり

ます。 

 まず、収益的収支でありますが、収入については、１日平均入院患者数を９９.２人、
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１日平均外来患者数を２４８.３人と設定し、入院、外来収益などを見込み、総額２１億

１,１２２万２,０００円を計上するとともに、支出においては、必要経費として、総額２

４億７,３６５万５,０００円を措置するものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、支出については、老朽化への対応や医療サービスの充

実を図るため、医療用機械器具１０品目の購入のほか、修学資金貸付金など、総額２億

９,６４７万１,０００円を措置するとともに、収入については、企業債など、総額１億

２,４８４万１,０００円を計上するものであります。 

 以上、議案第２３号から議案第３０号まで一括して提案説明といたしますので、御審議

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） 以上をもちまして、市政執行方針及び教育行政執行方針の説明並

びに議案第２３号から議案第３０号までについての提案理由の説明を終わります。 

 お諮りします。 

 議事の都合により、市政執行方針及び教育行政執行方針の説明並びに議案第２３号から

議案第３０号までについての質疑は、３月１５日からの大綱質問により行うことにしたい

と思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第８ 議案第１号から議案第２２号まで及び議案第３１ 

            号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の８ 議案第１号から議案第２２号まで及び議案第３１号に

ついてを一括議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第１号三笠市公共施設整備等基金条例の制定から議案第２２

号平成２９年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第４回）まで及び議案第３１号土地

の取得について、一括して提案説明申し上げます。 

 最初に、議案第１号三笠市公共施設整備等基金条例の制定についてでありますが、本条

例の制定は、公共施設の新築、建てかえ、修繕等及びこれに関連する土地等の取得に必要

な経費に資するための基金を設置するため、必要な事項を定めるものであります。 

 制定の内容は、基金の積み立てや基金の運用及び処分などについて定めるものでありま

す。 

 施行期日は、公布の日からであります。 

 次に、議案第２号三笠市食の研修体験学習施設設置条例の制定についてでありますが、
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本条例の制定は、三笠高校生が食のスペシャリストとなるための力をさらに身につけてい

ただくとともに、食に関する活動拠点施設として、食の研修体験学習施設を設置するた

め、必要な事項を定めるものであります。 

 制定の内容は、施設の名称や管理方法のほか、キッチンスタジアムの使用料などについ

て定めるものであります。 

 施行期日は、平成３０年７月２２日であります。 

 次に、議案第３号三笠市笑顔で心をつなぐ手話言語条例の制定についてでありますが、

本条例の制定は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解を促進し、手話を使

用する市民が安心して暮らすことのできるまちを実現するため、必要な事項を定めるもの

であります。 

 制定の内容は、条例の目的、市の責務、市民の役割、推進計画の策定などについて定め

るものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 議案第４号三笠市部、課設置条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

今回の改正は、複雑化、高度化する行政課題に迅速かつ創造的に対応できる組織体制を確

立するため、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、重要な行政課題等に対応するため、必要に応じ組織を設置できる旨の規

定を追加するものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第５号三笠市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、今回の改正は、介護保険法に規定する地域支援事業の改正を踏まえ、地域支援事

業の検討を進めるに当たり、新たに協議体を設置するため、必要な改正を行うものであり

ます。 

 改正の内容は、地域包括ケアシステムの支援体制について検討を行う「地域ケア推進会

議」及び地域における支え合いの体制づくりの推進について検討を行う「生活支援体制推

進会議」を、附属機関として新たに設置するものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第６号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、今回の改正は、勤務時間１時間当たりの支給額について、労働基準法に準拠した算出

方法に改めるため、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、勤務時間１時間当たりの支給額の算出について、月額で支給する特殊勤

務手当を加えるとともに、休日に係る勤務時間数を除くことに改めるものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第７号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定についてでありますが、今回の改正は、給与制度の構造改革に伴い設定した給料の経過

措置を国家公務員に準拠し廃止するため、必要な改正を行うものであります。 
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 改正の内容は、一般職の給料における現給保障の経過措置について、平成３０年３月３

１日までとするものであります。 

 施行期日は、公布の日からであります。 

 次に、議案第８号三笠市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等条

例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、本市における本事

業の利用者負担額は、子ども・子育て支援法施行令に定める額と同額としていることか

ら、政令改正に対応した迅速な改定及び市民周知を行うため、必要な改正を行うものであ

ります。 

 改正の内容は、条例に規定している利用者負担額について、規則で定める旨の規定に改

めるものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第９号三笠市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等条例の一部

を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、国の基準の改正に伴い、本

市の指定介護予防支援の運営及び具体的な取扱方針について必要な改正を行うものであり

ます。 

 改正の内容は、省令で定める基準を参酌し、指定介護予防支援の運営及び具体的な取扱

方針に必要な基準を追加するものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１０号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、今回の改正は、国民健康保険事業の広域化及び税制改正に伴い、必要な改正を

行うものであります。 

 改正の内容は、国民健康保険事業の広域化に伴う規定の整備を行うとともに、国民健康

保険料の軽減措置の引き上げを行うものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１１号三笠市後期高齢者医療条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、今回の改正は、高齢者の医療確保に関する法律の改正に伴い、必要な改正を

行うものであります。 

 改正の内容は、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けている被保険者

が後期高齢者医療保険制度に加入した場合、住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地

の被保険者となるよう規定の整備を行うものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１２号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、介護保険料の改定及び介護保険法の改正に伴い、必要な改正を行う

ものであります。 

 改正の内容は、第７期介護保険事業計画に基づき、介護保険料を改定するとともに、法

改正により市町村における質問検査権の範囲の拡大による罰則規定の整備を行うものであ
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ります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日からであります。 

 次に、議案第１３号三笠市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営基準条

例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、国の基準の改正に

伴い、本市の基準について必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、省令で定める基準を参酌し、共生型サービスに関する基準及び居宅介護

支援に関する基準を追加するなど、規定の整備を行うものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１４号三笠市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改正は、国の

基準の改正に伴い、本市の基準について必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、省令で定める基準を参酌し、介護保険施設の区分に「介護医療院」を追

加するとともに、共用型認知症対応型通所介護の普及のため利用定員数を見直すなど、規

定の整備を行うものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１５号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、消防庁通知による違反対象物に係る公表制度の実施について必要な

改正を行うものであります。 

 改正の内容は、特定防火対象物において屋内消火栓整備等が未設置である場合に公表を

行うことができる旨の規定を追加するものであります。 

 施行期日は、平成３１年４月１日であります。 

 次に、議案第１６号三笠市商工業等元気支援条例の一部を改正する条例の制定について

でありますが、今回の改正は、市内経済の振興と商工業等の活性化を推進するに当たり、

今後も施設整備の促進が必要なことから、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、本制度の適用期限を平成３４年３月３１日まで４年間延長するものであ

ります。 

 施行期日は、平成３０年３月３１日であります。 

 次に、議案第１７号三笠市産業開発促進条例の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、今回の改正は、対象業種の定義規定について引用法令の改正が生じたことか

ら、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、奨励措置の対象である情報通信技術利用事業について、統計法に規定す

る情報通信業に改めるものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１８号三笠市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、今回の改正は、都市公園法施行令の改正に伴い、都市公園内における運動施設の面
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積基準を条例で規定する必要が生じたため、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、都市公園内に設ける運動施設の面積を都市公園の敷地面積の１００分の

５０とするものであります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日であります。 

 次に、議案第１９号第８次三笠市総合計画の基本計画の一部修正についてであります

が、本計画は、後期実施計画に向けて見直しを行い、新たな事業を登載するため、必要と

なる修正を行うことについて、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第２０号平成２９年度三笠市一般会計補正予算（第７回）についてでありま

すが、今回の補正は、既定予算額９５億１,１８０万２,０００円に５億６,３３３万３,０

００円を追加し、予算の総額を１００億７,５１３万５,０００円とするものであります。 

 まず、歳出でありますが、こころのふるさと寄附金などの採納に伴う各基金へ積み立て

のほか、市立病院の資金不足に対する補助金を措置するなど、総務費から教育費まで７款

において必要な経費を措置するものであります。 

 その他、各款にわたり、事業費等の執行に伴う予算整理を行うものであります。 

 一方、歳入については、新たな事業に係る財源のほか、過疎債ソフト事業分の財源更正

などを予算整理し、歳出関連特定財源３,７４５万５,０００円を増額するほか、一般財源

については、財政調整基金繰入金などを計上するものであります。 

 地方債の補正については、過疎債ソフト事業分などを追加するほか、対象事業の執行に

伴う整理を行うものであります。 

 次に、議案第２１号平成２９年度三笠市下水道事業会計補正予算（第３回）についてで

ありますが、今回の補正は、一般会計負担金及び補助金の整理を行うものであります。 

 まず、収益的収入については、一般会計負担金が減額となりますが、収支調整のために

一般会計補助金を増額措置するものであります。 

 また、債務負担行為でありますが、２カ年事業のうち今年度事業量を補助金減により減

少したため、翌年度分を増額措置するものであります。 

 次に、議案第２２号平成２９年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第４回）につい

てでありますが、今回の補正は、経常費及び事業費における予算整理を行うとともに、資

金不足額が発生しないよう、一般会計繰入金を４億９,３００万円追加するものでありま

す。 

 まず、収益的収入支出でありますが、収入については、患者数の減少による影響や一般

会計繰入金を４億９,３００万円追加することにより、総額を２２億６,３６８万１,００

０円とするとともに、支出においては、給与費、材料費、経費などを整理し、１億５,２

５７万５,０００円を減額することにより、総額を２１億２,７７２万９,０００円とする

ものであります。 

 次に、資本的支出でありますが、建設改良費について入札結果に基づき整理するほか、

看護師修学資金貸付金を整理するとともに、資本的収入においては、建設改良費の財源で
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ある企業債の減額などであります。 

 最後に、議案第３１号土地の取得についてでありますが、今回取得する土地は三笠市土

地開発公社所有の土地であり、土地開発公社の経営の健全化を図るため、取得するもので

あります。 

 取得する土地の所在は、三笠市萱野５３３番２ほか２筆、合計面積は３万４４４平方

メートル、取得価格が総額２,４２４万５,２９７円であります。 

 以上のとおり１件５,０００平方メートル以上の土地取得となりますことから、三笠市

議会の議決に付す契約及び財産の取得又は処分条例第３条の規定により提案するものであ

ります。 

 以上、議案第１号から議案第２２号まで及び議案第３１号について、一括して提案説明

といたしますので、御審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） お諮りします。 

 議事の都合により、議案第１号から議案第２２号まで及び議案第３１号についての質疑

を保留し、大綱質問終了後に行うことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎休 会 の 議 決 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 休会についてお諮りします。 

 議事の都合により、明日３月３日から３月１４日までの１２日間、休会したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 ３月３日から３月１４日までの１２日間、休会することに決定しました。 

 以上をもちまして、本日の日程は全て終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎散 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 本日は、これをもちまして散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会 午後 ０時０２分  
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